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群馬県地域スポーツクラブ活動体制整備事業 委託要項 

令和７年４月１日 

 

本事業の委託要項を以下のとおり定める。 

※ 本事業は、国の「令和 7 年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業」を活用し、委託事業とし

て実施する。（スポーツ庁⇒〔委託先〕株式会社博報堂⇒〔再委託先〕都道府県⇒〔再々委託

先〕市町村⇒〔再々再委託先〕運営団体）本要項では群馬県を起点とした当事者間（委託・

受託の相対的関係）における委託として記している。 

 

１ 趣旨 

少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツに継続して親しむことができる機会

を確保するため、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライ

ン」（令和４年１２月スポーツ庁・文化庁）及び「学校部活動の地域連携及び地域クラブ活動

への移行に向けた推進計画」（令和５年７月群馬県教育委員会・群馬県地域創生部）を踏

まえ、運動部活動の地域連携や地域スポーツクラブ活動への移行に向けた環境の一体的な整備

を図ることとしている。   

このため、本事業では、子供たちが地域でスポーツに継続して親しめる環境整備を進める際の

課題解決に取り組むための実証を行い、その成果を効率的・効果的に県内・全国に普及すること

で、地域の実情に応じたスポーツ活動の最適化と体験格差の解消を図る。 

 

２ 委託事業の内容 

【地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業】 

運動部活動の地域連携や地域スポーツクラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備に向け、

各都道府県・市町村において、それぞれが定める地域スポーツの推進体制等の下で、コーディネ

ーターの配置を含む運営団体・実施主体等の体制整備、指導者の確保、参加費用負担への

支援等に関する実証事業を実施する。 

特に、実証事業２年目以降となる地域スポーツクラブ活動では、持続的に活動することを前

提とした仕組みを構築して検証することが期待される。 

  

３ 事業の委託先 

自治体（市町村） 

 

４ 委託期間 

契約締結日から令和 8 年２月１６日までとする。 
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５ 委託手続 

（１）契約予定者が事業の委託を受けようとするときは、別に定める事業計画書に必要書類を添

付し、群馬県に提出すること。  

（２）群馬県は、提出のあった事業計画書の内容を精査し、適切と認められた場合に委託契約を

締結し、業務を委託する。  

（３）契約金額については、事業計画書の内容等を勘案して決定するものであり、契約予定者の

提示する金額と必ずしも一致するものではない。 

 

６ 再委託 

   本事業の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）することはできない。ただし、本事業

のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、本事業

の一部を再委託することができる。 

 

７ 委託経費 

（１）群馬県は、事業の規模・内容等を勘案し、予算の範囲内で事業に要する経費（人件費、

事業費（諸謝金、旅費、交通費、借料及び損料、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運

搬費、雑役務費、保険料）、再委託費）を委託費として支出する。なお、支出できる経費は、

契約期間内に使用した対象経費に限る。また、個人に対して直接給付又は支給を行う内容に

係る経費は対象外とする。 

（２）群馬県は、委託先が本契約の定めに違反したとき、または委託事業の遂行が困難であると認

めたときは、契約の解除や経費の全部または一部について返還を命じることができる。 

 

８ 事業完了（廃止等）及び研究成果の報告 

委託先は、事業が完了したとき（契約を解除又は廃止したときを含む）は、委託事業完了

（廃止）報告書、委託経費決算書及び成果報告書を作成し、終了した日から１０日を経過し

た日、または契約満了日のいずれか早い日までに、支出を証する書類の写し等とともに群馬県に

提出しなければならない。また、別に定めるところにより、事業途中で報告書を提出しなければなら

ない。 

 

９ 委託費の額の確定 

（１）群馬県は、上記８により提出された委託事業完了報告書及び委託経費決算書等について、

検査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を

確定し、再々委託先に対して通知するものとする。 

（２）上記（１）の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。 
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１０ その他 

（１）実証事業の実施に際し、関係者はスポーツ安全保険に加入するなど、子供や指導者等の

安全確保に万全を期すこと。また、事故等が起こった場合に、関係者間で確実に連絡・報告

（群馬県への連絡・報告を含む。）が行われるように、連絡網の整備など、予め適切な措置を

講じること。 

（２）事業の実施に当たっては、関係者間の役割分担を明確にすること等により、効率的な事業

運営に努めること。 

（３）群馬県は、委託先が実施する事業の内容が本委託事業の趣旨に反すると認められるときは、

必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。 

（４）群馬県は、本委託事業の実施に当たり、必要に応じて指導・助言を行うとともに、その効果

的な運営を図るため協力する。 

（５）群馬県は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行う

ことができる。また、委託先は、群馬県の求めがあった場合には、本事業に関して必要な書類を提

出しなければならない。 

（６）委託先等は、委託業務の遂行によって知り得た事項についてその秘密を保持しなければなら

ない。 

（７）委託先は、本事業の実施に当たり、研究成果報告書のほか、開催案内等対外的な発信を

する際には、スポーツ庁委託事業であることを明示しなければならない。 

（８）この要項に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。 

 

以上 
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群馬県部活動改革推進事業 

群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 

 

  令 和 ７ 年 ５ 月 

群馬県教育委員会 

群馬県地域創生部 

 

１ 設置の目的 

  国の学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインへの対応及び適正な部活

動の運営に関する方針に基づく本県公立中学校等における休日の学校部活動の段階的な地域クラブ活動への移行

に向けた今後の在り方と体制整備を検討するため「群馬県地域クラブ部活体制整備検討委員会」を設置する。 

 

２ 検討内容 

（１）学校部活動の地域連携に関すること 

（２）新たな地域クラブ活動の在り方に関すること 

（３）地域クラブ活動への移行に向けた体制整備・環境整備に関すること 

（４）学校部活動における教職員の多忙化解消に関すること 

（５）大会等の在り方及び学校関係団体や地域関係団体との連携に関すること 

（６）学校部活動に関すること 

（７）その他 

 

３ 設置する時期 

  令和７年４月から令和８年３月まで 

 

４ 日程 （予定） 

令和７年 ５月 ２日（金） 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 第１回実務者ＷＧ会議 

      ５月２１日（水） 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 第１回重点地域ＷＧ会議 

      ５月２８日（水） 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 第１回実証事業ＷＧ会議 

      ６月 ４日（水） 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 第１回地域クラブ整備ＷＧ会議 

      ６月１８日（水） 第１回 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 

          １２月１０日（水） 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 第２回実証事業ＷＧ会議 

    １２月１７日（水） 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 第２回実務者ＷＧ会議 

令和８年 １月 ６日（火） 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 第２回地域クラブ整備ＷＧ会議 

     １月 ８日（木） 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 第２回重点地域ＷＧ会議 

     ２月 ６日（金） 第２回 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会 

 

５ 組織 

（１）市町村（教育委員会・部局等）代表及び実証研究実施市町村（教育委員会等）代表 

（２）学校関係団体代表 

（３）スポーツ協会及び総合型地域スポーツクラブ代表 

（４）実証研究実施運営団体代表 

（５）ＰＴＡ関係代表 

（６）大学関係代表 

（７）行政関係機関代表 

（８）その他委員として適当と認められる者 

 

６ その他 

本検討委員会は、地域スポーツクラブ活動体制整備事業（スポーツ庁委託事業）として実施する。 

 

 

 

- 11 -



- 12 -



番号 団体 役職 氏名 備考

1 前橋市教育委員会 　学校教育課長 小池　英雄

2 前橋市　文化スポーツ観光部 スポーツ課長 髙橋　雅人

3 高崎市　教育委員会 健康教育課長 亀山　理映

4 高崎市　総務部 スポーツ課長 湯浅　安紀久

5 太田市　教育委員会 学校教育課長 岡根　康浩

6 太田市　文化スポーツ部 スポーツ学校担当課長 青田　晃一

7 沼田市　教育委員会 学校教育課長 林　武史

8 沼田市　教育委員会 スポーツ振興課長 阿部　勝良

9 東吾妻町　教育委員会 教育課長 水出　悟

10 吉岡町教育委員会 学校教育室長 井堀　尊義

11 群馬県中学校長会 会長 荒井　学

12 群馬県高等学校長協会 会長 天野　正明

13 群馬県中学校体育連盟 会長 齊藤　秀夫

14 群馬県高等学校体育連盟 会長 田島　正德

15 群馬県高等学校文化連盟 会長 原　美智子

16 公益財団法人　群馬県スポーツ協会 理事長 田子　昌之

17 群馬県吹奏楽連盟 会長 野　葉子

18 群馬県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 会長 平林　知巳

19 群馬県内大学　関係者 群馬大学共同教育学部　准教授 中雄　勇人

20 MINAKAMI TOWN.EXE（実証研究実施主体） 代表 大塚　俊

21 群馬県ＰＴＡ連合会 会長 小日向　和博

22 群馬県高等学校ＰＴＡ連合会 会長 西脇　保

23 群馬県地域創生部 文化振興課長 松本 佳祝

24 群馬県地域創生部 スポーツ振興課長 高橋　敏文

25 群馬県生活こども部 私学・青少年課長 川田　純子

26 群馬県教育委員会 教育次長（指導担当） 古市　功

27 群馬県教育委員会 学校人事課長 角田　義行

28 群馬県教育委員会 義務教育課長 佐野　美幸

29 群馬県教育委員会 高校教育課長 髙橋　章

30 群馬県教育委員会 特別支援教育課長 池田　克弘

31 群馬県教育委員会 生涯学習課長 都丸　要

32 群馬県教育委員会 健康体育課長 山田　知利

33 群馬県教育委員会 教育事務所管理主監代表 南田　勝

34 群馬県教育委員会 総括コーディネーター 小出　利一

群馬県教育委員会　健康体育課

群馬県教育委員会　義務教育課

群馬県教育委員会　生涯学習課

群馬県地域創生部　スポーツ振興課

群馬県地域創生部　文化振興課

群馬県教育委員会　高校教育課

群馬県教育委員会　特別支援教育課

群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会　委員名簿

事務局

学校体育係係長・指導主事・コーディネーター

人権・キャリア教育推進係長・指導主事・コーディネーター

社会教育主監（社会教育係長）・社会教育主事

スポーツ振興係長・担当者

文化振興係長・担当者

県
関係
課

群馬県教育委員会　学校人事課
管理係長・義務教育人事係長・管理主事

　　　　　　　県立学校人事係長・管理主事

教科指導係長・指導主事

指導係長
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 令和７年度 第１回 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会【要約版】 

 

群馬県教育委員会健康体育課 

地域創生部スポーツ振興課 

 

開催日時：令和７年６月１８日（水） １４：００～１６：００ 

開催場所：群馬会館 広間 

 

１．情報共有 

 ○各団体会から地域移行（展開）にかかわる現状ついて 

  ①前橋市、②高崎市、③太田市、④沼田市、⑤東吾妻町、⑥吉岡町、⑦県中学校長会 

  ⑧県中学校体育連盟、⑨県吹奏楽連盟、⑩県ＰＴＡ連合会 

 

２．論点整理 

（１）地域クラブ活動を担う運営団体・実施主体の体制について 

  ①吾妻郡内でも広域連携は必要と感じている。運営団体を整備して、吾妻郡の行政

主体で行うのは、かなりハードルが高いと感じている。 

②利根郡内の町村は学校 1 校ずつのため、連携をしていかないと、今後は厳し

い。担当者レベルではあるが、今度は、活動場所や競技を住み分けする必要もあ

る。 

  ③運営団体として、指導者の確保、コンプライアンス、専門的知識や安全管理と 

いったサポート体制を、最低限統一した形で保証していくのかを考える必要が

ある。全体の基準が示されないと、各市町村がどのような基準で揃えていけばい

いのか難しいのではないか。 

  ④地域クラブ活動の持続可能な運営には、組織化していく必要がある。総合型地域

スポーツクラブが、県連絡協議会に加盟することで、人材や財政基盤の強化とい

う面でサポートができる。そういう形で持続可能になると考える。 

 

（２）休日の部活動改革に関する達成目標について 

〇休日(案) 令和 10 年度までに、原則、全ての公立中学校で、休日の学校部活動の地

域クラブ活動への移行(地域展開)完了を目指す。 

〇平日(案) 平日については、地域の実情に応じて、できるところから進めていく 

 

  ①市町村の意見を尊重し、35 市町村の取り残されることなく進めて欲しい。 

②地域連携の寛容さについては、ワーキンググループでよく意見を聞いて欲しい。 

  ③目標が、各市町村の後押しになると思うが、人材確保・育成等課題がある。 

  ④費用負担や、クラブへの送迎について不安も聞こえるので、議論して欲しい。 
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 令和７年度 第２回 群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会【要約版】 

 

群馬県教育委員会健康体育課  

地域創生部スポーツ振興課  

 

開催日時：令和８年２月６日（金） １４：００～１６：００ 

開催場所：群馬県庁 ２９４会議室  

 

 

（１）推進計画改定（案）について 

○「群馬県の取組方針」について  

 ①市町村が置いていかれないよう配慮していきたい。  

②平日の地域展開はかなり苦しい。平日に指導者をどう確保していくのか見えない状況

にある。数字については検討をしていただきたい。  

③休日の部活動の地域展開と、平日の子供たちの運動をする仕組みを作るのは、別物で

はなく、同時進行で２つ作っていくような道筋もあるのではないか。  

○「推進計画全体の文言等」について  

 ①様々な部局との協力や、他の地域と共同といった文言を入れてほしい。 

②「はじめに」の２つ目の丸に「多様な地域クラブ活動の運営モデルが形成されてきた」

とあるが、これまでの成果を書いていただくと、まだ進んでない市町村にとって参考

になるのではないか。  

③評価指標に、受け皿の数を設定してもよいのでは。  

○意見・感想等  

①若い教員を集めた会議や競技部ごとの会議を開いて意見を集約してほしい。 

②総合型地域スポーツクラブ連絡協議会では、所属クラブに、部活動改革に連携するよ

うに伝えている。ぜひこの最寄りのクラブを活用していただきたい。 

 ③郡市の教育委員会さんには、ぜひ保護者への説明をしていただきたい。  

④県の目的にもある「生徒のみならず地域住民が」がゴールになる。中学生が運動でき

る環境を整えるだけでなく、その先には地域住民もやりたいことがやれる、また地域

住民も一緒になって中学生・小学生を育てていくという環境を作っていく、これが最

終目的ではないか。  

 

（２）令和８年度以降の群馬県の取組（案）について  

○時間の都合により、会議での協議は行えなかった。  

○事前事後において、意見が寄せられなかった。  
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番号 団体 役職 氏名

1 前橋市（運動部） 教育委員会学校教育課 草間　栄

2 桐生市（運動部） 教育委員会教育部教育環境課 樽見　雅美

3 伊勢崎市（運動部） 教育委員会教育部学校教育課 長竹　徹

4 沼田市（運動部） 教育委員会学校教育課 富澤　雅士

5 渋川市（運動部） 教育部学校教育課 鹿田　知弘

6 藤岡市（運動部） 教育委員会学校教育課 樋口　晃

7 榛東村（運動部） 教育委員会学校教育課 武尾　　暁

8 吉岡町（運動部） 教育委員会生涯学習室 坂本　浩之

9 長野原町（運動部） 教育委員会教育課社会教育係 下谷　英隆

10 東吾妻町（運動部） 教育委員会社会教育課スポーツ推進係 小池　和良

11 川場村（運動部） 教育委員会 角田　美優

12 玉村町（運動部） 教育委員会学校教育課 原田　知典

13 前橋市（文化部） 教育委員会学校教育課 五十嵐　正登

14 沼田市（文化部） 教育委員会生涯学習課 根岸　浩文

15 邑楽町（文化部） 教育委員会学校教育課 黒澤　伸元

16 MINAKAMI TOWN.EXE（実証研究実施主体） 代表 大塚　俊

17 中部教育事務所 指導主事 高坂　武志

18 西部教育事務所 指導主事 白尾　亮一郎

19 吾妻教育事務所 指導主事 福田　育子

20 利根教育事務所 指導主事 桒原　和馬

21 東部教育事務所 主任指導主事 髙草木　元浩

22 群馬県地域創生部　文化振興課 文化振興係長 黛　明秀

23 群馬県地域創生部　スポーツ振興課 スポーツ振興係長 橋本　繁男

24 群馬県教育委員会　義務教育課 人権・キャリア教育係長 丸山　剛史

25 群馬県教育委員会　義務教育課 コーディネーター 清田　和泉

26 群馬県教育委員会　健康体育課 学校体育係長 黒巖　賢

27 群馬県教育委員会　健康体育課 総括コーディネーター 小出　利一

群馬県教育委員会　義務教育課 人権・キャリア教育係 黒谷　英里

群馬県教育委員会　健康体育課 指導主事 小林　史尚

群馬県教育委員会　健康体育課 指導主事 小山　靖弘

群馬県教育委員会　健康体育課 コーディネーター 田島　康匤

群馬県教育委員会　健康体育課 コーディネーター 飯塚　敏雄

群馬県教育委員会　健康体育課 コーディネーター 小野里　順子

群馬県教育委員会　健康体育課 コーディネーター 平林　知巳

群馬県教育委員会　健康体育課 コーディネーター 菅谷　美沙都

群馬県地域創生部　スポーツ振興課 副主幹 加藤　和樹

群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会

実証事業WG　委員名簿

事務局
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番号 団体 役職 氏名 備考

1 国立大学法人群馬大学
群馬大学医学部附属病院

群馬大学大学院医学系研究科
教授 田中 和美

2 国立大学法人群馬大学 共同教育学部 准教授 中雄 勇人

3 高崎健康福祉大学 保健医療学部　理学療法学科 教授 坂本 雅昭

4 高崎健康福祉大学 健康福祉部　健康栄養学科 教授 木村典代

5 上武大学
ビジネス情報学部

  スポーツ健康マネジメント学科
講師 菅谷美沙都

6 育英大学 専任講師 日高 裕介

7 桐生大学
新学部設
置準備室

室長
岩崎 利彦

8 太田医療技術専門学校 学校長 鯉淵 典之

9   東洋大学 准教授 谷塚　　哲

10 事務局長 矢島　貢

11 会長 平林　知巳

12 スポーツ振興係長 橋本　繁男

13 学校体育係長 黒巖　賢

14 総括コーディネーター 小出　利一

指導主事 小林　史尚

指導主事 小山　靖弘

コーディネーター 田島　康匤

コーディネーター 飯塚　敏雄

コーディネーター 小野里　順子

副主幹 加藤　和樹

群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会

重点地域WG　委員名簿

事務局

公益財団法人　群馬県スポーツ協会

　群馬県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会

群馬県地域創生部　スポーツ振興課

群馬県教育委員会　健康体育課

群馬県教育委員会　健康体育課

群馬県教育委員会　健康体育課

群馬県教育委員会　健康体育課

群馬県教育委員会　健康体育課

群馬県教育委員会　健康体育課

群馬県教育委員会　健康体育課

群馬県地域創生部　スポーツ振興課
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番号 課名 役職 R７

1 群馬県教育委員会　学校人事課 管理係長 市村　英治

2 群馬県教育委員会　学校人事課 義務教育人事係長 野中　友華

3 群馬県教育委員会　学校人事課 県立学校人事係長 折田　直樹

4 群馬県教育委員会　義務教育課 人権・キャリア教育係長 丸山　剛史

5 群馬県教育委員会　義務教育課 人権・キャリア教育係 黒谷　英里

6 群馬県教育委員会　高校教育課 教科指導係長 高柳　昌史

7 群馬県教育委員会　高校教育課 教科指導係 島田　聡

8 群馬県教育委員会　特別支援教育課 指導係長 菅野　剛

9 群馬県教育委員会　生涯学習課 社会教育主監（社会教育係長） 箱田　陽子

10 群馬県教育委員会　健康体育課 学校体育係長 黒巖　賢

11 群馬県教育委員会　健康体育課 学校体育係 小林　史尚

12 群馬県教育委員会　健康体育課 学校体育係 小山　靖弘

13 群馬県地域創生部　文化振興課 文化振興係長 黛　明秀

14 群馬県地域創生部　スポーツ振興課 スポーツ振興係長 橋本　繁男

15 群馬県地域創生部　スポーツ振興課 スポーツ振興係 加藤　和樹

16 群馬県教育委員会　健康体育課 総括コーディネーター 小出　利一

17 群馬県教育委員会　健康体育課 コーディネーター 田島　康匤

18 群馬県教育委員会　健康体育課 コーディネーター 飯塚　敏雄

19 群馬県教育委員会　健康体育課 コーディネーター 小野里　順子

20 群馬県教育委員会　健康体育課 コーディネーター 平林　知巳

21 群馬県教育委員会　健康体育課 コーディネーター 菅谷　美沙都

22 群馬県教育委員会　義務教育課 コーディネーター 清田　和泉

群馬県地域クラブ活動体制整備検討委員会

実務者WG　委員名簿
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